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第２回あいち商業・地域貢献活動大賞 概要 

 

１ 応募対象となる地域貢献活動 

・県内で取り組まれている商業者等（条例第2条第1号に規定する商業者等をいいます。以下

同じ。）と地域が連携して行う地域貢献活動（地域社会に貢献する自発的な活動） 
・応募時点ですでに活動が開始されており、今後も継続的な取り組みが見込まれる活動 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 募集期間 

  ２０２５年７月９日（水）から９月３０日（火）まで 

 

３ 応募資格 

  次の要件を満たす事業者・団体等を対象とします。 
・愛知県内で地域貢献活動を行っている商業者等及び連携している団体等であること。 
・応募者は連名で応募すること。ただし、代表団体3者までとし、下記の者がいずれか1者以上

含まれていること。 

① 愛知県内に店舗等を有する商業者（条例第2条第1号に規定する商業者をいいます。） 

② 愛知県内の地域商業関係団体（条例第2条第1号に規定する地域商業関係団体をいいま

す。） 
・応募に当たっては、全ての連携している団体等から了承を得ていること。 

 
４ 審査・選出方法 

有識者等で構成される審査委員会を組織し、書類審査による選考を経て最終審査で受賞事例を

４件決定しました。  
 （参考：主な審査基準） 
 
 
 
 
５ 応募件数 

  １７件 
 
あいち商業・地域貢献活動大賞の詳細は、以下の商業流通課Webページにて御覧いただけます。 
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/taishojushosha2025.html 

 

商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例（抜粋） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
(1)商業者等 商業者（小売業又はサービス業に属する事業を営む者及び当該事業の用に供

するための施設を設置する者をいう。以下同じ。）及び地域商業関係団体（商店街振興組合、

商工会、商工会議所その他商業者が組織する公共的な団体又はその連合体をいう。以下同

じ。）をいう。 

（１）他の主体との連携度   （２）地域ニーズ・地域特性の活用等 
（３）生活者目線の度合い   （４）本業との関連性 
（５）継続性・波及性 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/taishojushosha2025.html

